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たちは活動するのです。

　そして、2022年２月に勃発し

たウクライナ戦争、2023年10月

のイスラエルとパレスチナの紛争

の再燃は、世界的な戦争につな

がっていくことも言われており、

わたしたちにも戦争が近づいてい

ることが感じられてきつつありま

す。

　この戦況に対する正確な情報を

得られるように出来る限りの努力

をし、情報を共有した上で声を上

げ、活動をしていくことが重要に

なりますが、同時に、戦争により

直接的にも間接的にも破壊されて

いく「暮らし」をまもることが、

戦争に抗い、命をまもるための活

動の支柱になるはずです。

　ただし、印鑑の作成や登録など

の作業があるため、実際に名称を

変更するのは、2024年1月1日か

らといたしました。

　第８回目となる総会を開催し、

経過報告、活動方針、会計報告、

予算等の議題について、報告・承

認がされました。

　今回、会則について、会の名称

変更の提案がありました。これま

で主張してきた「積極的平和」を

「暮らしをまもる」という身近で

具体的な活動による実現を明確に

示すために「桜区平和を考える会」

は「桜区平和と暮らしをまもる会」

になりました。

　この「積極的平和」が実現され

ているのかどうかは、私たちが健

やかに生きていくことができる暮

らしが保障されているのかどうか

が一つの大きなバロメーターにな

るはずです。平和の実現で暮らし

がまもられ、暮らしをまもること

が平和の実現に寄与していく。だ

からこそ、日々暮らしている桜区

で、暮らしをまもるためにわたし



●汚染水放出の問題

　福島原発の建屋は、岸壁を掘り

下げて建設されているために、崖

からの地下水が建屋に流れ込み、

汚染水となっています。汚染水の

７割はトリチウムを除いたとして

も放射能汚染水です。福島の貯蔵

タンクの総容量は１３９万トン強

ありますが、汚染水は１３３万ト

ンもあり、限界が近いのです。
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●なぜ、原発は危険なのか

　広島に投下された原爆に使用さ

れたウランは８００ｇです。日本

で１年間で原発で発電するために

は１トンのウランが必要です。広

島市内が焼け野原になった原爆の

１２５０発分になります。また、

１トンのウランを燃焼させること

によって１トンの死の灰が生じま

す。ですから、そんな危険な原発

は、東京、大阪、名古屋などの大

都市近郊には建てられていません。

でも、大量に電気を消費するのは、

大都会です。

それに、当初４０年としていた原

発の稼働年数を６０年に、さらに

それ以上にしようとしています。

老朽化し、ますます危険な発電設

備となっていくことになります。

　福島原発の汚染水放出について、小出裕章さんの講演されて

いるビデオで上映会を開催しました。

　小出裕章さんは「石油・石炭でなく原子力の時代」と考え、

原子力工学の道を進んできました。しかし、原子力工学におけ

る放射線被害に興味をもち、原子力発電に反対をしています。

　以下に講演の内容の要約を掲載いたします。
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費用がかかるため、薄めながら海

に流すわけですが、全ての汚染水

を流し終えるには５０年以上かか

ると言われています。

●なぜ政府が福島の汚染水放出に

こだわるのか

　六ケ所村に核燃料の再処理工場

を建設しようとしていますが、核

燃料を再処理する際に、福島以上

に大量のトリチウムが発生し、そ

れを海に流す方法以外に選択がな

いわけです。福島の汚染水放出は、

「トリチウムを海に流した」とい

う既成事実を作り、六ケ所村の再

処理工場建設を推進するためなの

です。ですから、汚染水放出は、

福島だけの問題ではありません。

●解除できない非常事態宣言

　福島県及びその周辺の地域にお

いて、住民が日常に暮らしている

場所においても、放射線のレベル

が高い場所が各所にあり、未だに

非常事態宣言は解除されていませ

ん。放射能物質には半減期があり

ますが、宣言が解除されるには、

５０年１００年先になるでしょう。

　安全な被爆はありません。人

間・自然に放射能を消す力はあり

ません。放射能が弱まるまでどこ

かに隔離するしか方法ないのです。

　問題となってるトリチウムは、

三重水素と言い、水素の同位体で

す。酸素と結合したトリチウム水

は普通の水と区別がつきません。

トリチウムを除去するには多額の

　講演の最後に、「日本人の大人たちには原子力の暴

走を許しフクシマの事故を引き起こした責任がある。

たとえ自分たちが被曝したとしても子どもたちを被曝

から守る責任がある」とのメッセージがありました。
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（連絡先）

　090-8588-4966（今井）

　090-4433-7092（小高）

【会の活動報告】

　　９月１３日　事務局会議　　　　　土合公民館

　　９月１６日　運営スタッフ会議　　大久保東公民館

　１０月　１日　上映会「香害」　　　大久保東公民館

　　　　　　　　運営スタッフ会議

　１０月１１日　事務局会議　　　　　土合公民館

　１０月２９日　運営スタッフ会議　　大久保東公民館

　１１月　１日　事務局会議　　　　　土合公民館

　１１月１９日　上映会「汚染水放出」大久保東公民館

　　　　　　　　総会・運営スタッフ会議

　１２月　６日　事務局会議

　１２月　９日　運営スタッフ会議

　　１月１０日　事務局会議　　　　　土合公民館

　　１月１３日　運営スタッフ会議　　土合公民館

　　１月３１日　事務局会議　　　　　土合公民館

【これからの予定】

　　２月　４日　運営スタッフ会議　　大久保東公民館

　　２月２８日　事務局会議　　　　　土合公民館

振込口座：ゆうちょ銀行

口座番号：00270-8-104990

加入者名：桜区平和と暮らしをまもる会

年会費　：１、０００円（カンパ大歓迎）

振込手数料はご負担ください

桜区平和と暮らしをまもる会　ホームページ
・パソコンでは『桜区平和』で検索　　http://spa.g1.xrea.com/
・スマホでは右のＱＲコードから　　　http://spa.g1.xrea.com/smh/
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本年度は、下記の活動を予定しています。

・２月～３月　学習会

・３月～４月　野外活動（丸木美術館）

・５月～６月　学習会

・７月　　　　戦争体験者に話を聞く（熊谷空襲など）

・８月　　　　原爆絵画展、はだしのゲン

・９～１０月　市民講座

・１１月　　　総会前の学習会

（日程・会場等については、運営スタッフ会議で決定し、お知らせします。）

　お知らせ　

2024年度の活動について


